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光市医師会報

巻頭言

家庭菜園

光市立大和総合病院副院長田中睦雄

今の官舎に移ってから広い庭にあまりにも草が生い茂るので畑に開墾して野菜を作ること

にした。体力作りを兼ねてあえて鍬で耕しているが、つい無理をして腰を痛めてしまう。元

来がいい加減な性分なので草は丁寧にとらないし，出来上がった畝もでこぼこで曲がりくね

っているが気にしない。女房が勉強したらと野菜のっくり方の本を買ってきたり、農のプロ

も居るのよというサークル仲間からいろいろ情報を得ては助言してくれたりするがあまり言

うことを聞かない。子供の頃、家は半農半官で、畑仕事も手伝っていたので、昔を思い出しな

がら適当に作っている。去年は大根とえんどう豆を作りすぎてしまった。とるのが大変、と

いいながら女房は結構楽しげに収穫した碗豆を袋に小分けしては友達に配っていた。私も大

根を抱えて職場に何度か持っていった。ほうれん革はそうでもないが白菜が難しい。今まで

白菜までになった事が無い。口に入るのはいつも間引き莱で、終わってしまう。今年は鳥にや

られた。七鳩のように丸々と太ったヒヨが二羽で、やってくる。一羽が食いつばんで、いる問、

もう←羽が柵の上で辺りを窺っている。ガラス戸を開けて威嚇しても逃げなし、。対抗策に支

柱で囲んでビ、ニール紐を格子状に何本も張ってみたが効果は無かった。そのうち、伸び始め

たばかりのとなりの碗豆まで食いはじめたので慌ててナフコで防鳥網を買い、覆った。それ

がある日、 ヒヨが掛かつてしまった。絡まってもがいているのを見つけて女房が網を切って

逃がしてやったと言う。 「それがね ・・ 」と女房が続けて言った。 「ー羽がもがいている問、

仲間の二羽が柵の上にとまって見ているのよ。励ましていたのかしらね？J

「捕まえて焼き鳥にしてしまえば良かったのにJと喉まで、出かかった言葉を私は飲み込んだ。

2月 1日（火）
2月 7日（月）

2月 813（火）

2月10日（木）
2月15日（火）
2月16f.l （水）
2月17日（木）
2月22日（火）

2月24日（本）
2月25日（金）
2月27日（日）
2月28日（月）

先月の医師会長 i
平生看護学校講義
介護認定審資会
岩田小養護面会
平生看護学校講義
定例理事会
周南地域救急医療協議会
平生看護専門学校講義
園医の集い
郡市会長会議
平生看護専門学校講義
講演会及月例会

保険集団指導
光消防（AED関連）面会
休日診療所
介護認定審査会

（医師会事務所）
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2月の医師会活動

I. 8（火）定例理事会

II. 16 （水）幼稚閑 ・保育関関係者と閤医の集い
目 22（火）学術講演会 ・月例会

定例理事套

（医師会事務所）

（光商工会館一階）
（光商工会館二階）

日時：平成17年2月 8日（火）午後7時30分～ 場所：光市医師会事務局

議題 ：
I.報告事項

1.平成16年度児童虐待防止地域ネットワーク連絡協議会(1/13)

2.周南地域医療連携運営委員会等について（1/24)

3.広域予防接種運営協議会・関係者合同会議（2/3)

II.協議・承認事項

1.平成17年度保健事業について

今年度より乳がん検診はマンモグラフィーのみ

2.おっぱい都市宣言についての要望書

資料（わ 1.平成16年度兜章虐待肪止地域ネットワーク連絡会議（周商地区）

（平岡理事）

（河村会長）

（平岡理事）

（丸岩理事）

（河村会長）

日時：平成17年1月13日（木）午後1時30分～4時 場所：山口県周南総合庁舎会議室
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平成15年度には児童虐待相談件数も2万6千件を越えるようになり、子どもの命が奪われる等、重大な虐待も後をたた

ない。やはり、児童虐待問題は早急に取り組むべき社会令体の問題である。今回はl.児童虐待の現状、 2.児童虐待

のケースの取り扱い、 3.児童福祉法の改正に伴う、市町村の体制強化について、主に話し合われた。

①児童虐待の現状について

平成16年に般われた周南地区児童虐待の取り扱い件数は45件で前年の38件を上回った。光市でも9件が対象となっ

た。虐待の種類別では、ネグレクト26、身体的17、性的l，心理的1であった。取り扱いについては、面接指導のみが35

件、児童福祉施設に入所が7件、その他が2件であった。虐待の通告経路としては学校が最も多く16件、児童福祉施設

が7件、警察5件、児童委員5件、医療機関も2件あった。主な虐待者としては実母が25件と昨年同様最多で、あったが、

実父以外の父親が11件と増加しており、実父の8件を t回った。周南児童相談所では、通告を受理してから直ちに緊

急受理会議を開催し、児童の安全確認及び現地調査を48時間以内に行う。緊急一時保護の要否判断をして、必要な

ケースは一時保護し、72時間以内に援助活動チーム会議が開かれる。役割分担をチーム内で決定し、支援を開始す

る。処遇会議を開き今後の指導を検討する。具体的には、在宅か施設かを決定する。

②児童虐待の取り扱いケースについて。

3f＜牛について報告があった。学校からの通告が2件、医師からの通告がl件である。

③児童福祉法改正に伴う市町村の体制強化について

今までは、児童相談所は、県の管轄であり、市町村は、虐待問題に関与するものではなかった。 しかし、昨年の国会

において衆参両院の令会一致決議で、児童虐待に関して$町村が積極的に関わらねばならない事が、議決された。

地方公共団体は、要保護児の適切な保護をはかるため、要保護児対策地域協議会を置くことができるとされた。虐待

問題以外の改正では、小児特定慢性疾患にかかっている子ども達の医療費支援を、都道府県が行える、またそれを

国が補助できるといった規定が設けられた。詳細は省略。

④その他

さまざまな立場の力が、意見を述べられた。その中で、保育隠の先生から父子家庭問題が取り上げられた。今年度

の報告にもあるように、虐待者が多織化し、現在では、父子家庭での虐待も増加している。母子家庭への援助は比較

的十分行われているが、仕事に追われつつ育児、家事等多大な負担がかかる父子家庭への援助が必要である。

児童保護施設の方は、子ども10人に対して、職員が1人では、一人一人へ十分に愛情が分配できないことを嘆いて

おられた。一方では、そうし、った施設で乳幼児相手に、抱っこボランティアをされている児童委員のお詰もあった。これ

ら自立支援施設への援助、支援が謎々必要になると思われた。

岸和田市の虐待事件以後、学校からの通告が増えている。疑わしいケースは医師からも、積極的に通告してもらい

たい旨のお話があった。たとえ間違っていても、守秘され、処罰されるようなことはありませんから、との

こと。最近ではお風呂で熱傷を負った子供のケ｝スが示され、手の先がやけどしておらず、上腕にやけどが

あったため、不審に思った医師が通告された。自分一人では考えられないけが、自修のケースなどは通告

すべきかと考えられる。

資料② 2.第9団地域医療支援病院審議委員会・第1回周南地域医療連携運営委員会

日時：平成17年1月24日（月）午後7時～ 場所：徳山医師会病院会議室
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・第9凶地域医療支援病院審議委員会

1.前科診療宅運用状況：20～30人／月の受診者

2.回復期リハビリテーション病棟：病床利用率 55-60%

3.徳山医師会病院だより

4.基本理念等の制定

5.病院機能評価受草について

6.将来計画について

・第l阿周南地域探検．述携運営委員会

1. 地域医療連携推進・1~業契約内容

2.平均化院日数 32.1日 （目標 27.0日）

3.委員会 病床管理委員会・地域連携検討委員会・クリニカルパス委品会

資料③ 3.第3回広域予防接種運営協議会・関係者合閉会議

日時： 平成17年2刀3日（木） 場所：山 fI県医師会6階会議室

今問は、 1.結核 予｜防法の一部改正に伴うJBCGの予防接種について、2.ギ成L7年度の広域予防接種について、

3 . 予診~If!,県内統一級式実について話し合いがおこなわれた。
最も竜~と考えられるのはツベノレクリン反応による判定は廃止され、 BCGをこと後6片までに接種する。 やむを得な

い場合にはl才までに接種する、という事項である。生後6月までとは、6ヶ月児も合むということで、具体的には1月

1日生まれの子供116月30円までに接種を受けなければならないとし、うことで、見解の統一が図られた。やむを得な

い場合とは、地設など向然災害であるとか、未熟児で十分成長が得られていない場合などが考えられる。風邪で

熱を出した場合等は、側人的な事情であり、やむを得ない場合には含まれないので注芯したい。3ヶ月検診時に

接種を勧めるとし、う自治体も多い。

本年3月31臼が旧結核予防法での摂取期限である。 4歳迄の幼児で未接種者は必ず、

ツ反・BCGを受！tるように徹底していただき立と。

平成I7fJ三度の広域三予防接種に関して、二種混合、日本脳炎の学童に対する接種は、ほぽ全県で施行されることと

なったが、柳井市は他市からの接種希望者は受け付けるが、自市の児f立は自11iで接種を受けるべきとの考えで広域

接種に参加されなかった。接種料金のことで数市ではまだ、予算調整が済んでいない模様。光市は、標準料金で接

種される予定。予診察｛士、全県で統一される予定だが、保護者の署名があらかじめあれば、中常生の場合、児童本

人のみが来院された場合でも接種可能かとし、う点で議論がなされた。診察後、親にポ諾の確認連絡がいるのかどうか

で見解が一致せず、議論は持ち越された。

以 l亡、結核の予防接種が変わるという非常に重要な年度なので、小児科、産婦人科の先生方は元より、かかりつけ

医として診療にあたっておられる先生万全て、日頃からの啓蒙活動をよろしくお側い致します。

資料⑨ 1 平成17年度保健事業について（光市健康増進諜） 平成17年Hl28日

〔協議事項〕

1.平成17年度医師出務報酬等一覧（案）

2.診査委託料単価表（案）

3.各積健診委託料単価及び自己負担額（案）

4.平成17年度l歳6か月児健康診査日程表（案）

5.平成17年度3歳児健康診査日程表（案）

6.平成17年度ポリオ生ワクチン予防接種目程表・医師出務（案）

7.平成17年度保健事業業務一覧表

＊老人保健法に基づく保健事業・がん検診・母子保健健康診査・予防接稲法に基づく予防接種等について、

各院療機関の実施予定を事務局で取りまとめていただくようお願いいたします。

8.その他の事業

(1）光市健康明進計凶i（健康ひかり21計画：仮称）の策定

＊平成17年度に策定予定であり、策定委員他ご協力をお願いします。

(2）禁煙セミナー
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*6月実施予定であり、光総合病院の山本先生、大和総合病院の板踊先牛．のどちらかにお願いしたし、と考えています。

(3）すこやかセミナー（心の健康づくり講座）

*7月か8刀開催予定であり、周南市の心療内科、 原田和佳先生にお願いしたし、と考えています。

(4）乳がん自己検診法砕発諦習会

＊乳がん検診法が変史となり、自己検診法の周知のため、来年7月に開催 予定。

光総合州院の守回院長にお願いしたいと考えています。

(5）凶保ヘルスアップ事業について

＊平成17年度より新規に、生活習慣病予防教室、栄養モニタ一事業を5カ年計同1jで実施予定。国保との調整で、

4 血液検査や対象者選定等、具体的になればご相談したいと考えています。
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II. 幼稚園 ・保育園関係者と園医の集い

「子どもの急病対策」
徳山中央病院小児科部長

内問正志先生

日時：平成17年2月16日（水） 19:30～ 場所：光市商工会館2階大会議室

l：頁 ~~~！ 
昨今、小児科専門阪の不足から、復問・休 日など小児救急医療体制の不備が指摘されている。周南地区では、3年前より徳山

中央病院を中心に、近隣の小児科医師が協力して、夜間救急、外来を行ってきた。3年間の取り組みの実績を踏まえ、一子どもの

発熱・腹痛・幅吐など、日常よく遭遇する急病への対策について役立つお話を伺った。平日の夜にも関わらず、病院関係者、

幼稚園、保育園の関係者を合わせて約100名とし、う、かつて無い多数の参加者があり、この間題への関心の高さが伺われた。

1）患者振り分けの問題点

一次救急（診療所レベル、発熱・腹痛など90%がこれ）二次救急（病院レベル、小児科際が必要なもの、けし、れん、脱水など）

二次救急（大学病院レベル、ショック、な識障害など）があるが、うまく振り分けられていない。子育て経験のない母親が、熱が

出ると不安になって病院を訪れる。急患性のない患占ーさんも仕事の都合などで休日、夜間に病院を訪れる。手軽に高度な

救急医療を求める、コンビニ医療の問題。

2）夜間・休日の小児科医のマンパワー不足。

徳山医師会病院では、約3年前から広域化を実施し、夜間（19:00～22:00）小児救急を周南地区の開業医9名、勤務医7名

の体制で行われている。日曜・休 日は広島大学からの応援を受けてしも。夜間・休日の小児救急患者は年間2800人に Lる

ようになった。光市からも噌加している。

3）徳山中央病院での取り組み

夜間・休日の入院患者の受け入れと、新生児医療の2本立てでやっている。NICUでは、以前は28週lOOOgが受け入れ基準で

あったが、現在は24遡500gを受け入れるまで高度な管理が可能となった。半I街医師数不足が深刻で、夜間の救急、を徹夜で

勤務（ほとんど休む間もなく）後に外来、病棟業務を一 日中やっているような状態である。

4）小児救急電話相談

#8000番で、電話相談室につながるようになっている。右ー議師が受けつけ、医師が相談に乗るとし、う体制。相談件数は増加

しているとのこと。

5）周南地域チども急患センター構想、

できれば徳山中央病院に併設して作りたい。小児科医の医師数を10人に増やして24時間体制でいつでも診察、入院が可能

な体制作りをしていきたい、とのことで、あった。

後半は、急患疾患について具体的なお話で、あった。

1）発熱・脱水・曜吐、 2）腹滅、3）呼吸困難、 4）けし、れん、5）外傷、6）気道内異物・食道内異物

熱があっても全身状態が良く、機嫌が良ければ心両日ない。ウイルスの流行は郎、ロ夕、インフ／レエンザと順番に、相互にあまり

重なることなく起こる。脱水がノj、児で、は捉二りやすいので、早めの処音寺を心がける。腹痛はほとんど、涜腸で解決されるが、腸重

績に気をつける。呼吸困難で注意するのは、気管支II街息、｛反性クル｝プ、RSウイノレスによる細気管支炎、気道内築物。けい

れんば熱性けし、れん、てんかん、憤怒けいれん、細菌性のものに分けられ、 5分間以上も継続し、何度もくり返すけし、れんは要

注意。けいれん時には異物を11の中に入れない、H極吐対策・に顔を横に向ける。外傷では意識レベノレなどの神経学的所見が

重要である。気道内異物ではピーナッツが危なし、ことなどを強調された。

最後に、会場からの質問に答えられた。

Ql幅吐下痢で来悶する子ども達の食事はどうするか？

Al：最近食事制限はあまり厳しく言わなくなった。脱水対策の方が重要。本人 が食べられれば、一般食でも良い。

Q2：囚った母親にいつでも栂談にのってあげる姿勢は必要では？

A2：その通り。しかし現在のマンパワーでは不足している。

Q3；ウイルスの流行周期に関して。インフノレエンザのあとでロタがまた流行することもありうるか？ A3：大いにありうる。

Q4：脱水に対する点滴の目安は？

A4：特にないが、全身状態、元気がない、ぐったりしているなどで決定。昨年12月初日の休日当番医では胃腸炎ばかり75

名やってきてお名に点滴したとのこと。自分自身は早めの点滴を心がけている。

少チ化問題が叫ばれてしもが、社会全体で、安心して子育てができる環境を整えることが、この問題を解決しうる一番の方法

ではないか、と強調され講演会は終了した。たいへん充実した講演会で、あった。

5 
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血． 学術講演会 ・月例会
2005. 3 

「スタチン最新のエビデンスと今後の展開j

日時：平成17年2月22日（火） 19:00～

講師略歴

s56 山口大学医学部卒業
s57東工大生命理工学部短期留学
s60 山口大学医学部第二内科医員
s61 愛媛県立中央病院救命救急センター
s62米国NIH客員研究員
h05美祢市立病院内科部長
h06 山口大学第二内科助手
h07 山口大学第二内科講師
hl3 山口大学治験管理センター助教授

高lj臨床試験支援センター部長
現在に至る

8 

山口大学医学部付属病院 臨床試験支援センター
助教授梅本誠治先生

場所：光商工会館2階大会議室

〈月例会）

会務報告
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ホームページだより

前回は情報第離現象に少し触れまレた。与えられる情報は~す何らかの意図が付
きまといます。それに気｛寸かずにそのまま受け入れる人がほとんどであるところ
に情報操作が可能となる余地が残ります。よく、与えられた地位が人間を創ると
いいますが、その環境の情報によって人が変えられる過程であると捉えることが
出来ます。今回は軍離のもう一つの断面、デジタルデパイドについて記します。
ネットは大きな掃き溜めといわれます。それは与えられるものしか見ていないか
らです。ネットも一つの道具でしかなく、その目的が人とのコミュ二ケーション
であり、粉飾のない情報収后の揚所であると考えると、自ずと利用の性方が定ま
ります。その方法を駆使している人と、それを知らない人との情報量の差が生む、
社会的な事離現象をデジタルデパイドと呼びます。日歯連事件を政治資金規正法
違反（不記載〉としているのは、お上の言い分としてマスメディアが表現してい
るある断面でしかありません。遣う方面からの投影は、本当の情報を求めて情報
収拾することでしか得られません。その一つの方法がネット環境に流れる情報で
す。ちちろん書籍の一部にもありますが、限定的といわざるを得ません。その情
報需離の穴埋めはそう簡単に出来ません。生卵が精力回復に欠かせないという人
に、脂質代謝に問題があると納得させることは至難の業であるのと同じ、情報の
差は人間同土に決定的な溝を作り、適切な情報交換に支障を来すといえます。， 

山口県光市佃医院 凡，e
佃邦夫

連絡事項

受付
発送番号 通達文書名

月 日

2 1 日医発11 0 6 日本医師会 f医療安全推進者着陸成講~J 17年度実海軍要綱について

2005. 3 

山区発67 3 f ,I、児候性特定疾怠治療研究事業の見直しJ及ひ f医療受診券の有効期間満了に伴う継続中鋳手続きj並び

に『小児慢性特定疾息児日常生活用具給付事業」の実施について

山医発675 遺伝子治療臨床研究に関する指針の改正等について

山医発627 第 1停会員の平成 16年分医業所得調査について
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3 山伝雪量611 $m医師会におItる個人情報係自費~等のIt明会の鑓鍛について

山1:3，；＼医衡会 軍事ili医師会鏑人情報保設担当理！••鉱会の開催について

事畿通路 インフJレエンサ線疾患集団発生について（第5報j

4 日医発11 1 2 診療所経営管理量者集成繊穫についてえ

5 事務連絡 インフJレエン1-•~!B:集団発生について｛鯵641)

7 山医係発93 保険車場徴収司医務費＆ひ傍健司匹祭実の送付について

山医発682 平成16年度邸節目E師会~語教育総当理事協調島会の開催について

山医発684 三位－I*の改穏による厚生労a働省関係繍税金等の4翼線移践について

山医発679 平成16年度分:u5市医画事会連絡司F務費並びに公費助成初度IC£.h費焚付金の送付について

山医ヲHao 平成11年度分綿布医師会への鋪助金・交付金について

山医，~6 8 6 平成l7年度受N.f!J畿日及び問所aについて

8 山梢験］ 8 第39白山口県消fじ鵠かん昔前~＝－習会の胸骨量について

11111量発662 郡市医師会個人情録保憲4量当理E事le鎗会の開催について

山~’H94 医療施般における院内眼染のl1i止1：：ついて

事務連絡 インフルエンサ篠族怠集団発生について（!ff7報｝

9 司u露連絡 インフルエンサ繍疾患集団発生について（第s •盛）

医務10406 .念翁践の取t”について

医務10407 救急病院の認定について

事務連絡 インフルヱシサ傑疾患集団舞金について｛第9報｝

l 0 山口県医師会 ノロウイルスに閉する保険自主療関連 fQ&A』の送付について

事務進路 平成17年度箇民健康保険診疲報醐鎌求書司専の提出日について

山匝F発701 平成l7年度分潟市医師事会役員理事の象務上信軍事保険について

山口県医師会 柳井市左大a冒Tの合併に伴う国民健康保険被保後者経及び老人保健法医製受給者涯の新規交付にil‘る取り

後いについて

山口県~商事会 市町村の合併に伴う政府唱r•健康保険後保険:t"liEの記号変更及び交付について

11J医発693 ~市医師会医事紛争担当選司l'.8'•会のWHll：：ついて

事5露連絡 f第55回山Q~i量.衛生学会・山口県医師会薄型E医研修会』及び『結桜総床研修会J 凶席者名簿の送付に

ついて

山医~699 平成l7年度広験予防援績協力医師名簿の吏錆について

山医’~6 9 8 平成11年度人口動態職業・＆J陸軍ー査について

山口県医商事会 フィブPノグン製剤の紛入先底療相風間名等の情報公開締求について

山口県医師会 JU！採血管等における使用上の住怠毒事の追加毒事について

山口県自民師会 底面金チク回ピジン製鶏及V'匂予herステントの安全対策に係る陰カ依績について

司~1努連絡 インフルエンザ綴疾患集団発生について｛第95)

〈
l 4 本語E連絡 インアルエシザ告書疾悠集団発生について｛第lo•曜）

1 5 事務連絡 インフルエンザ事華族庖集団発生についえ｛第11事事）

医務14-11 山白銀救急医療情報システムの還期状況について

山ロ織1§飾会 使用業郊の薬価（議価基t事）の衝窓事項通知のー錦町廷について

事務連絡 第9lli富山口県盟主筋会生lfj研修セミナ｝の出席者名簿・－加庇送付について

司Ji露連絡 『山口県医師会産業医研修会・ 8脂質保険研修会』幽E居者名簿の送付について

1 6 写君臨連絡 インフルエンザ緩JJi！＼：集団発生について｛第12報｝

事務遂絡 インフルエンサ様疾患集団発生について〈第13報）

1 7 医務10452 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床編修病院の特例について

医務10 4 5 3 「医師法等第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行についてjの一部改正について

山医発68 7 自浄作用活性化委員会の設震について

山医発71 4 尿管ステントに係る自主点検等について

山医発71 5 簡易血滋自己測定者普及び自己血絡検査用グルコースキットの安全対策について

徳医禿17 0 痴呆疾患の治加に対応したかかりつけ医の対応向上研修受鴻の案内

事務連絡 インフルエンサ織疾患集団発生について

周健11 0 6 7 翼量病講演会の開催について

2 1 事務連絡 インフルエンサ傑疾患集団発生について

日木医師会 日本医飾会市民公開フ才一ラム f女性のかん 早期発見と治象j （ヒテオ）の送付について

事族連絡 スマトラ沖地震・インド符津波災害救援のための義援金協力について

日本医師会 r 1:1医自クマ通信jへのご協力のお願い

医務10468 「大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例についてJの 部改正について

山医保発10 0 国民健康保険料の改正について 11 
・・・ ー．、



光市医師会報 2005. 3 

山医係発 100 国民健康保険料の改正について

山医発71 6 広犠予紡告書績の対象it大について（依績）

事務連絡 健康やまくちサポートステーションに掲載する f健康っくりイベント情報Jについて（依頼）

山医発72 1 子ども予防後積収監中の後手軍人数の把握毒事について

山医発71 3 『平成15年度山口県学校心臨検診報告書jの送付について

22 山医発724 定期の予防後種の実施について

事務連絡 予防後温予診票の県内統一儀式（案｝の送付について

24 事君臨連絡 インフルエンサ織疾患集団発生について

山口県医郎会 厚生労働省による医薬＆の有効性・安会性に対する国民の理解の向上のためのラジオCMについて

事務連絡 予'1ii産櫨実.医療織防について

日医発 1l 2 2 冊子 f日本医師会医師賠償責任保険解混一平成l7年3Jl-Jの送付について

26 司Ja連絡 インフルエンサ犠疾患集団発生について

28 山医発730 パンフレット f精神障害者の庖用支銀対策～医療関係のみなさまへ～Jの送付について

山医発728 第57 回 『保健文化•1 後薦候補者の依頼について

事務連絡 予防按種予診察の県内統一織まえについて

山内医事U7 r111口県内科医会能J~5 号の配布について

く

、邑

~ 

,c..( －－、‘ 〆F

2周休日当者島屋報告

内科系 外科系

2/ 6（日） 42 7 
11 （金） 35 22 
13（日） 35 26 
20（日） 64 4 
27（日） 76 6 

計 252 65 
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12 

先日の図震の集いには、実に多くの人達の参加がありました。大和との合併後、 JJ例会に出席

される先坐方も増えてきています。変化はじわじわと始まっているようです。結核予防法の改正で

3月中にツ反・BCGを受けていなければ、自費になってしまう乳幼児が出てきます。担当理事から

きつく亘われていますので、皆さん、くれぐれもよろしくお願い申し上げます。

インフノレエンザが遅咲きの大流行です。身体を大事にしましょう。
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